
地域に貢献できる精神科病院をめざして  
                

 いろいろストレスの多い今日、私たちは、精神科医療を受ける人たちが受診しやすい病院にしたいと思っ

ています。 
  

 早期発見・早期治療は、精神科医療にとっても大切なポイントであります。 

 １、発病や再燃の治療に対する急性期治療病棟の充実をはかります。 

 2、退院後の在宅療養支援や外来における治療・リハビリテーションの充実をはかります。 
  

 そのために、2013年は３つの努力目標を挙げたいと思います。 

 ①急性期治療に関しては、病棟の個室を増やしスタッフを増員して、新患・再燃の方たちに臨機応   

  変に対応します。 

 ②療養病棟の療養環境の改善をします。 

 ③外来については 

  外来診療は月曜日から日曜日（月・水・土・日は午前診療のみ・祭日休診）に行っており、通院 

         する人の生活の多様性にこたえます。精神科訪問看護（アウトリーチ）によって、在宅療養者の生活  

         支援のお手伝いをします。外来作業療法・デイケア・ショートケアの連携を深めて、治療・リハビリテー 

         ションの効果を挙げます。 
                

          一人一人の患者様、ご家族のニーズに応えながら、地域に貢献できる病院をめざして努力していきた 

         いと考えています。 

平松記念病院 

病院長 宗 代次 
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平松記念病院 広報誌 

患者さんの権利  
私達は、患者さんの以下の権利を遵守して日々の医療を行います。 
１.安全で適切な医療を公平・平等に受ける権利 

２.個人として人格を尊重される権利 

３.治療、病状、検査などについて、十分な説明を受ける権利 

４.十分な説明や情報提供のもと、どのような医療を受けるかを選択する権利 

５.個人情報やプライバシーが守られる権利 

６.セカンドオピニオンを受ける権利 

７.精神保健福祉法を遵守した医療を受ける権利 

患者さんの責務  

１.最善で適切な医療を受けるために、病状経過や過去の治療歴・アレルギー

歴などの情報を提供する必要があります。 

２.治療効果をあげるために、医療関係者と共同して治療に取り組む必要があ

ります。 

３.円滑な医療サービス体制を確保するために、病院や社会生活上のルール

やマナーを遵守する必要があります。 

基本方針 理念を実現するために５つの基本方針を定めます。 

１.精神障害者の医療および保護を行い、自立のために、社会復帰および社会 

 的経済活動への支援をします。 
 

２.その障害の予防に取り組み、市民の精神保健の向上を目指し、地域に根ざ 

 した病院を目指します。 

理 念 

１.私たちは、人権を尊重し、信頼と満足感を持っていただけるように努めます。 

２.私たちは、あいての身になって受容的態度をもって接するように努めます。 

３.私たちは、自己研鑽に努め、情報を共有し、連携・協力し合うチ－ム医療を目指します。 

４.私たちは、常に新しい医療・保健・福祉システムを提供できるように努めます。 

５.私たちは、地域における自らの役割を認識し、地域に貢献します。 

患者さんの権利と責務について 適切な精神科医療・保健・福祉を目指し次の二つの柱を 

基礎に据えます。 

 ２００４年に広報誌が発刊され、早いもの

で丸８年となりました。長く続けていくため

には工夫が要りますよね。 これからも皆さ

んにとって、我々にとって、面白い読み物と

なるよう、協力して作っていきたいと思いま

す。これからもよろしくお願い致します。 

（広報委員 山田） 

 平成２４年１１月１７日、当院の副院長・睡眠医療センター長の武藤

医師を講師として「あなたのそのねむ気大丈夫？～知られざる過

眠症の真実～」をテーマに第８回目の市民公開講座を開催しまし

た。 当日は悪天候の中、地域の方や患者さん多くの方にお集ま

りいただきました。和やかな雰囲気中、時間いっぱいまで質疑応

答が交わされました。今後も当院では、皆さまの健康に役立つ公

開講座の開催を企画してまいりますので、ご参加をお待ちしております。講座開催につ

きましては、当院ホームページやポスターなどで随時お知らせいたします。（文責・豊田） 

12月の市電通り 

 

 平成24年9月24日、当院の院内勉強会において外部講師を招いての接遇研修会
を開催しました。 
テーマである～患者さんの目・耳・心で観る接遇～という内容で研修がすすめられ、 
前半は接遇の基本『笑顔・挨拶・身だしなみ』に沿って、具体的な例を挙げて講義が行
われ、後半は職員が２人１組となり、不快な感情と感謝の気持ちを伝えるロールプレ
イを全員で実施しました。今回の接遇研修を受けて職員からは、「患者さんだけでな
く、人に対する関わり方の重要さを再確認できました」「嫌な感情・不快な感情はすぐ伝わるのに、良い感情・感謝の気
持ちは伝わるのは難しいと感じました」「患者さん一人一人を尊重した対応を心がけようと感じました」など様々な意
見が聞かれ、改めて接遇は相手を思いやる心であり、患者さんの目・耳・心で観るという事を日々の業務の中で生かし
ていきたいと感じる研修会となりました。（文責 内林） 

～患者さんの目・耳・心で観る接遇～ 



 当院の委員会活動の紹介 ～医療情報委員会～ 第２回 

医療情報委員会は診療記録の適正な管理・運営、および、院内LANの管理・運営を行うことを目的と

した委員会です。委員は現在7名で、毎月1回委員会を開催しています。個人情報保護法が2005年4月に

施行されたことに伴って、医療機関における患者情報の管理が法的に厳格化されました。これに対応す

るために、当院では2004年7月に当委員会が発足しました。委員会活動の一環として、院内で年に1

回、個人情報保護法に関する勉強会を開催しています。医療従事者の守秘義務に関してはもちろんです

が、本来の同法の意義である情報の開示に関する事項の周知にも努めています。診療記録や個人情報の

開示請求、外部機関への診療情報提供、セカンド･オピニオンの受け入れなどの手続きを決めていま

す。日常業務として、クリニカル・インディケーターの設定と集計や医療統計の集計なども当委員会の

仕事です。近年は医療の質向上のために診療記録の管理だけではなく、記載内容のチェックも必要と

なっており、当院でも医師・看護師の記載内容の監査を定期的に行っています。これらを行う専門技能

を有する診療録管理士の養成も行っています。また、2008年秋から本格的なオーダリング・システムで

ある「MIRAIs」を導入し、現在は電子カルテの導入を検討中です。同時に病院内の情報伝達やスケ

ジュール管理などを行うグループウェアである「サイボウズ」も導入し、職員間の情報伝達の利便性に

寄与しています。院内には外部からの情報入手のためのインターネット利用環境が整っていますが、当

院の院内LANはオーダリング・システムとインターネットを物理的に分離し、オーダリング・システム

への外部侵入を完全に防止しています。これら院内のPC・サーバーの維持・管理を行っているのも当委

員会です。インターネットの不正アクセスの監視も常時行っています。 以上、当委員会の業務を列挙

しましたが、今後の課題として、専任の診療録管理士とシステムエンジニアの採用が必要であり、検討

中です。（文責 武藤） 

医療情報委員会メンバーです 

 第２回⽬の委員会活動の紹介は、医療情報委員会です。 

医療情報委員会について委員⻑の武藤医師から紹介いたします。 

 Ｈ24年10月17日（水）「文化祭」を行いました。 

日ごろ作業療法やデイケアの活動の中で作られた

作品の展示・即売があり、多数の方が来展しまし

た。また、文化祭限定の「喫茶」では

ケーキやコーヒーが提供され、こちら

も大盛況でした。 

毎年大人気の創作カレンダーです 

様々な種目の作品を展示していました★ 

文化祭限定の喫茶も大好評でした！ 

 平成24年12月12日（水）クリスマス会を行いま

した。今回のクリスマス会は風邪などの影響もあ

り、残念ながら病棟ごとでのクリスマス会となりま

したが、普段のクリスマス会とは違ったビンゴ大会

などのイベントを行う事が出来、病棟ごとでおお

いに盛り上がりました。 
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